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の
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民
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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

森
林
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
の

有
効
期
限

救
急
病
院
、
救

急
診
療
所
の
別

医
療
法
人
北
翔
会

北
畠
外
科
胃
腸
科

医
院

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
三
の
六

平
成
二
十
三

年
六
月
二
日

救
急
診
療
所

青
森
市
立
浪
岡
病

院

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
平
野
一

八
〇

〃

救
急
病
院

皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
四
一
二
・
七
二

岩
木
川
下
流

〃

五
一
〇
・
五
一

岩
木
川
上
流

〃

一
、
〇
九
七
・
二
三

平
川

〃

五
五
一
・
七
九

浅
瀬
石
川

〃

六
八
四
・
一
六

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、
〇
一
八
・
四
九

�
�
�
�
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青
森
地
区

〃

八
一
四
・
〇
三

下
北
東
部

〃

一
、
二
五
九
・
八
七

下
北
西
部

〃

九
七
四
・
三
八

上
北
地
区

〃

一
五
六
・
八
八

七
戸
川

〃

五
六
二
・
一
三

奥
入
瀬
川

〃

六
二
一
・
四
九

馬
淵
川
下
流

〃

八
七
三
・
八
五

新
井
田
川

〃

一
六
四
・
八
六

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
五
・
五
七

岩
木
川
下
流

〃

三
〇
〇
・
六
〇

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
五
六

青
森
地
区

〃

一
五
九
・
二
八

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
四
六

下
北
西
部

〃

二
二
・
四
四

上
北
地
区

〃

七
九
・
三
○

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
一
・
四
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
八
・
四
三

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

五
所
川
原
市

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
一
六

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
五
・
七
六

� �
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ブ
・
大
野
店

青
森
市
大
字
大
野
字
前
田
七
三
の
四
外
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五
所
川
原
市

〃

一
五
・
九
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
〇
八

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
一

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
六
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
二
・
九
四

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

む
つ
市

〃

一
九
・
一
〇

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

〃

二
・
七
四

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

一
三
・
五
一

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
八
四

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
六
・
四
八

� �
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二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
板
柳
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
東
二
六
五
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

２

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
の
四

代
表
取
締
役

野
中
正
人

３

株
式
会
社
コ
メ
リ

新
潟
県
新
潟
市
南
区
清
水
四
五
〇
一
の
一

代
表
取
締
役

捧
雄
一
郎

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
板
柳
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
板
柳
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

内
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

東
青
地
域
県
民
局
長

中

島

久

宜

青 森 県 報平成20年６月２日 月曜日 第2940号 �

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃

川
田
修
次
郎

市
川

勝
信

花
田

晴
義

西
澤

清
光

溝
江

幸
敏

青
森
市
大
字
清
水
字
浜
元
五
一
の
三

〃

大
字
西
田
沢
字
浜
田
一
一
八

〃

大
字
奥
内
字
平
塚
八

〃

大
字
飛
鳥
字
岸
田
四
一

〃

大
字
飛
鳥
字
塩
越
一
二

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃

� �
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土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森

北
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
年
四
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

東
青
地
域
県
民
局
長

中

島

久

宜

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

東
青
地
域
県
民
局
長

中

島

久

宜

青 森 県 報�����	
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〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

蝦
名

光
夫

名
古
屋
勝
義

佐
々
木
勝
男

永
澤

茂
春

川
田

幸
治

市
川

宏

吉
�

博

川
田
修
次
郎

花
田

晴
義

市
川

勝
信

山
形

龍
夫

蝦
名

光
夫

溝
江

幸
敏

杉
田
修
一
郎

村
川

由
衛

川
田

幸
治

市
川

宏

吉
�

博

〃

大
字
瀬
戸
子
字
神
田
五
の
五

〃

大
字
前
田
字
中
野
二
〇
の
三

〃

大
字
奥
内
字
川
合
四

〃

大
字
内
真
部
字
岸
田
二
三
の
一

〃

大
字
清
水
字
浜
元
一
九
五
の
二
〇

〃

大
字
西
田
沢
字
沖
津
二
五
二

〃

大
字
奥
内
字
川
合
五
七

〃

大
字
清
水
字
浜
元
五
一
の
三

〃

大
字
奥
内
字
平
塚
八

〃

大
字
西
田
沢
字
浜
田
一
一
八

〃

大
字
飛
鳥
字
岸
田
三
二

〃

大
字
瀬
戸
子
字
神
田
五
の
五

〃

大
字
飛
鳥
字
塩
越
一
二

〃

大
字
奥
内
字
宮
田
一
五
の
一

〃

大
字
内
真
部
字
岸
田
二
〇
の
二

〃

大
字
清
水
字
浜
元
一
九
五
の
二
〇

〃

大
字
西
田
沢
字
沖
津
二
五
二

〃

大
字
奥
内
字
川
合
五
七

〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
九
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

二
―
一

平

内

町

平
成
��･

�･

��

〃

二
―
二

〃

〃

〃

二
―
三

〃

〃

〃

二
―
四

〃

〃

〃

二
―
五

〃

〃

〃

二
―
六

〃

〃

〃

二
―
七

〃

〃

〃

二
―
八

〃

〃

〃

二
―
九

〃

〃

〃

二
―
一
〇

〃

〃

〃

二
―
一
一

〃

〃

〃

二
―
一
二

〃

〃

十
九
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

二
―
一
〇
一

〃

〃

〃

二
―
一
〇
二

〃

〃

〃

二
―
一
〇
三

〃

〃

〃

二
―
一
〇
四

〃

〃

〃

二
―
一
〇
五

〃

〃

� �



� �

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

子
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男
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〃

二
―
一
〇
六

〃

〃

〃

二
―
一
〇
七

〃

〃

〃

二
―
一
〇
八

〃

〃

〃

二
―
一
〇
九

〃

〃

〃

二
―
一
一
〇

〃

〃

〃

二
―
一
一
一

〃

〃

〃

二
―
一
一
二

〃

〃

〃

二
―
一
一
三

〃

〃

〃

二
―
一
一
四

〃

〃

〃

二
―
一
一
五

〃

〃

〃

二
―
一
一
六

〃

〃

〃

二
―
一
一
七

〃

〃

〃

二
―
一
一
八

〃

〃

〃

二
―
一
一
九

〃

〃

〃

二
―
一
二
〇

〃

〃

〃

二
―
一
二
一

〃

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃

上
平
喜
四
郎

畠
山

嘉
昭

川
村

富
雄

木
根

榮

千
葉

博
美

村
木

勉

七
日
市

登

大
村

光
義

澤
口

勝

上
平

一
吉

市
川

長
蔵

向
井

邦
雄

佐
野

進

日
澤

守
章

砂
子
田
康
雄

戸
川

勉

土
川

政
幸

釜
淵

嘉
内

大
坊

和
民

簗
田

重
蔵

上
平
喜
四
郎

畠
山

嘉
昭

川
村

富
雄

簗
田

重
蔵

遠
沢

廣

村
木

勉

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀
字
杉
本
五
二

〃

〃

大
字
遠
瀬
字
新
田
一
○

〃

〃

大
字
田
子
字
川
代
一
五
八
の
一

〃

〃

大
字
石
亀
字
道
地
三

〃

〃

大
字
田
子
字
清
水
頭
二
八

〃

〃

大
字
相
米
字
細
野
五
の
二

〃

〃

大
字
田
子
字
七
日
市
七
三

〃

〃

〃

字
衣
更
六
一

〃

〃

大
字
遠
瀬
字
遠
瀬
六
五

〃

〃

大
字
茂
市
字
茂
市
三
八
の
一

〃

〃

〃

〃

一
○

〃

〃

大
字
田
子
字
向
山
二
六

〃

〃

〃

字
舞
手
四
一

〃

〃

大
字
関
字
関
一
○
五

〃

〃

大
字
山
口
字
山
口
一
九
の
二

〃

〃

〃

字
嘉
沢
一
六
の
三

〃

〃

大
字
田
子
字
北
川
向
三
の
二

〃

〃

〃

字
七
日
市
三
七

〃

〃

大
字
山
口
字
八
幡
平
六
の
六

〃

〃

大
字
石
亀
字
道
地
一
の
一

〃

〃

〃

字
杉
本
五
二

〃

〃

大
字
遠
瀬
字
新
田
一
○

〃

〃

大
字
田
子
字
川
代
一
五
八
の
一

〃

〃

大
字
石
亀
字
道
地
一
の
一

〃

〃

大
字
田
子
字
清
水
頭
中
平
二
の

三〃

〃

大
字
相
米
字
細
野
五
の
二

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃

� �
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土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
む

つ
山
辺
沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

下
北
地
域
県
民
局
長

原

口

健

二
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

種
市

聰

舛
田

敏
夫

澤
口

勝

上
平

一
吉

市
川

長
蔵

新
井
田
正
雄

佐
野

進

日
澤

守
章

藤
村
謙
次
郎

砂
子
田
康
雄

土
川

政
幸

千
葉

周
一

釜
淵

嘉
内

大
坊

和
民

〃

〃

大
字
田
子
字
天
神
堂
平
二
九

〃

〃

〃

字
衣
更
上
ミ
平
九
二

の
一

〃

〃

大
字
遠
瀬
字
遠
瀬
六
五

〃

〃

大
字
茂
市
字
茂
市
三
八
の
一

〃

〃

〃

〃

一
○

〃

〃

大
字
田
子
字
新
井
田
平
五
二

〃

〃

〃

字
舞
手
四
一

〃

〃

大
字
関
字
関
一
○
五

〃

〃

大
字
山
口
字
嘉
沢
四
の
三

〃

〃

〃

字
山
口
一
九
の
二

〃

〃

大
字
田
子
字
北
川
向
三
の
二

〃

〃

〃

字
清
水
頭
五
二

〃

〃

〃

字
七
日
市
三
七

〃

〃

大
字
山
口
字
八
幡
平
六
の
六

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
九
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
一
―
一
○
一

南

部

町

平
成
��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

高
阪

繁

む
つ
市
金
曲
二
丁
目
六
の
八

平
成
��･

�･

��
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